
Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
四
七
）

Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解

│
財
政
危
機
克
服
の
た
め
の
結
果

│

ペ
ー
タ
ー
Ｍ
．
フ
ー
バ
ー

中　

西　

優
美
子　
　

訳

﹇
翻
訳
者
に
よ
る
前
書
き
﹈

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
三
〇
日
に
日
本
大
学
法
学
部
で
行
わ
れ
た
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
裁
判
官P

eter M
. H

uber

氏
に
よ

る
講
演
原
稿
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
の
原
題
は
、“D

as V
erständnis des B

undesverfassungsgerichts vom
 

翻　

訳

六
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
四
八
）

K
om

petenzgefüge zw
ischen der E

U
 und den M

itgliedstaaten -K
onsequenzen für die B

ew
ältigung der F

inanzkrise-„

で

あ
る
。
本
文
に
お
け
る
脚
注
は
、H

uber

氏
の
原
稿
に
あ
っ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
載
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
日
本
の
読

者
に
は
判
り
に
く
い
と
思
わ
れ
た
点
に
つ
い
て
、
翻
訳
者
の
責
任
で
、
適
宜
訳
注
を
付
し
て
い
る
。

Ⅰ
．
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
支
援
ま
で

Ｅ
Ｅ
Ｃ
（
後
の
Ｅ
Ｕ
）
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
見
方
は
、
裁
判
所
が
欧
州
統
合
に
携
わ
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
、
す
な
わ
ち
一
九
七
〇
年
代
初
頭
か
ら
、
根
本
的
に
は
変
化
し
て
い
な
い
。
過
去
四
〇
年
に
お
い
て
声
の
ト
ー
ン
は
変

化
し
た
も
の
の
、
根
底
は
変
化
し
て
い
な
い
。
こ
の
文
脈
で
特
に
重
要
な
の
は
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
二
日
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約

判
決
、
二
〇
〇
九
年
七
月
三
〇
日
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
判
決
並
び
に
二
〇
一
一
年
九
月
七
日
の
ギ
リ
シ
ャ
支
援
及
び
ユ
ー
ロ
援
助
に
関
す
る

判
決
で
あ
る
。

1
．
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
の
優
位

こ
れ
ら
の
長
き
に
わ
た
る
判
例
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
Ｅ
Ｕ
が
国
家
連
合
及
び
憲
法
連
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
構
成

国
は
、
常
に
条
約
の
主
人
（H

erren der V
erträge

）
で
あ
り
、
こ
の
役
割
を
失
う
の
は
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
に
関
す
る
限
り
、
憲
法
制

定
権
力
の
行
為
に
よ
っ
て
の
み
、
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
基
本
法
一
四
六
条
に
基
づ
く
国
民
投
票
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
は
、

構
成
国
が
移
譲
し
た
権
限
の
み
を
行
使
で
き
る
（
権
限
付
与
の
原
則
）
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
か
じ
め
書
き
込
ま
れ
た
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム

（Integrationsprogram
m

）
の
範
囲
内
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
Ｅ
Ｕ
の
行
動
が
民
主
主
義
的
に
正
統
化
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
統
合

（
1
）、〈
i
〉

（
2
）、〈
ii
〉

（
3
）、〈
iii
〉

〈
iv
〉

〈
v
〉

〈
vi
〉

六
八



Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
四
九
）

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
法
の
国
内
憲
法
を
含
む
国
内
法
に
対
す
る
適
用
の
優
位
が
原
則
的
に
通
用
す
る
。

2
．
適
用
優
位
の
限
界
と
し
て
の
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム

適
用
の
優
位
は
、（
細
か
な
点
に
お
い
て
は
各
国
に
お
い
て
相
違
は
あ
る
も
の
の

（
5
）

）
す
べ
て
の
構
成
国
に
お
い
て
国
家
の
法
適
用
命
令

（R
echtsanw

endungsbefehl

）
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
と
そ
の
改
正
諸
条
約
の
同
意
法
律
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
を
前
提

と
す
る
と
、
適
用
の
優
位
の
限
界
も
国
内
法
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
過
去
二
〇
年
に
お
い
て
と
り
わ
け
国
内
憲
法
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ

（
6
）

と
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
そ
の
限
界
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。

ａ
）
国
内
憲
法
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
原
則
的
に
構
成
国
に
お
い
て
支
持
者
を
も
た
な
い
。

S
olange

及
び
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
ド
ク
ト
リ
ン
を
も
つ
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
並
び
に
「controlom

iti

」
説

（
7
）

を
も
つ
イ
タ
リ
ア
憲
法

裁
判
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
院
（C

onseil constitutionnel （
8
）

）、
ギ
リ
シ
ャ
の
枢
密
院
（S

taatsrat

）、
イ
ギ
リ
ス
上
院

（
9
）

、
ポ
ー
ラ
ン
ド
憲

法
裁
判
所

（
10
）

並
び
に
他
の
構
成
国
の
憲
法
及
び
上
級
裁
判
所

（
11
）

の
大
半
と
同
列
に
並
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
裁
判
所

に
も
当
て
は
ま
る
。
同
裁
判
所
は
、
確
か
に
Ｅ
Ｕ
加
入
条
約
に
依
拠
し
て
、
国
内
憲
法
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
を
認
め
て
い
る
が

（
12
）

、
よ

く
見
る
と
、
そ
れ
は
Ｅ
Ｕ
加
入
条
約
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
共
同
体
既
得
事
項
（
ア
キ
・
コ
ミ
ュ
ノ
テ
ー
ル
）
に
の
み
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ

て
、
後
の
Ｅ
Ｕ
条
約
改
正
及
び
そ
れ
に
基
づ
き
採
択
さ
れ
る
第
二
次
法
（
Ｅ
Ｕ
立
法
）
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い

（
13
）

。

Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
が
貫
徹
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
国
内
（
憲
法
）
裁
判
所
は
、（
優
位
し
）
尊
重
さ
れ
る
べ
き
Ｅ
Ｕ
法

と
国
内
憲
法
の
要
請
の
間
に
お
い
て
具
体
的
な
紛
争
を
あ
え
て
起
こ
そ
う
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
連

（
4
）、〈
vii
〉

〈
viii
〉

〈
ix
〉

六
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
五
〇
）

邦
憲
法
裁
判
所

（
14
）

、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
、
イ
ギ
リ
ス
上
院

（
15
）

、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
裁
判
所
及
び
他
の
構
成
国
の
裁
判
所

は
、
具
体
的
な
事
件
の
判
断
に
お
い
て
、
国
内
憲
法
の
Ｅ
Ｕ
法
適
合
解
釈
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
Ｅ
Ｕ
法
の
憲
法
適
合
解
釈
に
よ
っ
て

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
と
の
紛
争
を
避
け
て
き
た
。
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
のS

olange

判
決

（
16
）

ま
た
は
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所

（
17
）

の

「cam
m
ino com

m
unitario

」
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
結
果
と
し
て
Ｅ
Ｕ
法
に
対
す
る
実
質
法
的
な
要
請
を
取
り
や
め
る
こ
と
が
賢
明

で
あ
る
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
Ｅ
Ｕ
法
の
（
適
用
の
）
優
位
は
原
則
と
し
て
保
障
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
と
の
紛
争
は
実

質
的
な
例
外
の
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
Ｅ
Ｕ
法
の
側
に
お
い
て
も
Ｅ
Ｕ
条
約
は
構
成
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
考
慮

を
明
示
的
に
義
務
づ
け
る
よ
う
に
な
り
（
Ｅ
Ｕ
条
約
四
項
二
項
一
文
及
び
三
項
）、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
そ
れ
を
考
慮
す
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る

（
18
）

。

ｂ
）
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
護
の
理
由
の
他
に
Ｅ
Ｕ
法
の
適
用
の
優
位
の
例
外
が
存
在
し
う
る
の
は
、
Ｅ
Ｕ
が
権
限
踰
越

（ultra-vires

）
行
為
を
行
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
そ
も
そ
も
構
成
国
は
Ｅ
Ｕ
に
権
限
を
移
譲
し
て
い
な
い
の
で
、
ど
の
国
内

同
意
法
律
に
よ
っ
て
も
そ
の
行
為
の
実
効
性
は
保
障
さ
れ
え
な
い
。

Ｅ
Ｕ
機
関
に
付
与
さ
れ
た
権
限
の
遵
守
、
つ
ま
り
「
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
射
程
範
囲
が
、
対
立
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

い
。
Ｅ
Ｕ
機
関
の
権
限
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
任
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
（
Ｅ
Ｕ
条
約
九
条
一
項
二
文
）
が
逸
脱
し
た
法
行
為
を
認
容
し
、
自

ら
権
限
踰
越
的
に
行
動
す
る
と
き
、
憲
法
上
の
問
題
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
ほ
ぼ
す
べ
て
の
構
成
国
の
（
憲
法
）
裁
判
所
は
、
統
合
プ
ロ

グ
ラ
ム
か
ら
逸
脱
し
た
、
す
な
わ
ち
「
権
限
踰
越
」
的
と
分
類
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
機
関
の
措
置
に
対
し
構
成
国
の
高
権
の
領
域
に
お
け
る
承
認

を
拒
絶
す
る
と
い
う
要
求
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
最
初
に
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
判
決

（
19
）

に
お
い
て
明

七
〇



Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
五
一
）

示
的
に
述
べ
ら
れ
、
そ
の
後
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
判
決

（
20
）

に
お
い
て
強
化
さ
れ
、
さ
ら
に
、
ハ
ニ
ー
ウ
ェ
ル
（H

oneyw
ell

）
判
決
に
お
い
て
明

確
化
さ
れ
た
。
こ
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
国
家
性
維
持
の
主
張
は
、
他
の
構
成
国
│
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

（
22
）

及
び
ハ
ン
ガ
リ
ー

（
23
）

の
統

合
立
法
、
デ
ン
マ
ー
ク
裁
判
所
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
判
決
並
び
に
初
め
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
権
限
踰
越
行
為
で
あ
る
と
認
定
し

た
チ
ェ
コ
の
憲
法
裁
判
所
の
判
決
│
に
お
い
て
も
広
い
支
持
が
み
ら
れ
る
。

ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
が
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
マ
ン
ゴ
ル
ド
判
決
に
お
け
る
権
限
踰
越
行
為
の
存
在
を
多
数
決
で
否
決
し

（
25
）

、
ま
た
、
こ
れ

ま
で
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
権
限
踰
越
行
為
で
あ
る
と
認
定
し
た
事
件
が
チ
ェ
コ
の
一
件
の
み
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
国
家
性
維

持
と
い
う
留
保
が
効
果
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
国
内
（
憲
法
）
裁
判
所
の
大
多
数
が
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
権
限
踰
越
行
為
を

国
内
法
の
基
準
で
評
価
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
と
い
う
事
実
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
そ
の
よ
う
な
紛
争
を
回
避
さ
せ
る
誘
因
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
憲
法
に
お
け
る
堕
胎
の
禁
止
を
あ
い
ま
い
な
理
由
を
つ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
上
問
題
と

し
な
か
っ
た

（
26
）

、
ま
た
、
ド
イ
ツ
基
本
法
で
二
〇
〇
〇
年
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
、
武
器
に
関
連
し
た
女
性
に
よ
る
任
務
の
禁
止
に
つ
い
て

は
、
法
務
官
が
基
本
法
七
九
条
三
項
の
意
味
に
お
け
る
統
合
を
許
容
し
な
い
（integrationsfeste

）
規
定
が
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
を
確
定
し
た
後
に
は
じ
め
て
指
令76/207

に
対
す
る
違
反
で
あ
る
と
認
定
し
た
。

3
．
基
本
法
の
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
基
本
法
七
九
条
三
項
）

基
本
法
二
三
条
一
項
三
文
に
基
づ
い
た
統
合
を
許
容
し
な
い
ド
イ
ツ
の
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
い
わ
ゆ
る
永
久
条
項
に
よ
り
定

め
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
定
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
だ
け
特
別
で
は
な
い
。
国
内
憲
法
の
大
半
が
統
合
の
限
界
に

関
す
る
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
│
判
例
及
び
学
説
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
│
規
定
を
含
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
具
体
的

（
21
）、〈
x
〉

（
24
）、〈
xi
〉

〈
xii
〉

七
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
五
二
）

に
実
施
さ
れ
る
か
は
、
こ
れ
ま
で
構
成
国
に
お
い
て
実
際
に
は
明
確
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

（
27
）

。

ａ
）
例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
人
権
及
び
民
主
主
義
的
国
家
秩
序
の
基
礎
（
ギ
リ
シ
ャ
憲
法
二
八
条
二
項
及
び
三
項
）
並
び
に
ギ

リ
シ
ャ
憲
法
一
一
〇
条
一
項
の
解
釈
か
ら
発
展
し
た
保
護
対
象
、「
大
統
領
的
」
議
会
民
主
主
義
、
人
間
の
尊
厳
、
公
的
機
関
へ
の
平
等

の
ア
ク
セ
ス
、
人
格
の
自
由
な
形
成
権
、
人
の
自
由
ま
た
は
ギ
リ
シ
ャ
憲
法
二
六
条
に
規
定
さ
れ
た
権
限
分
立

（
28
）

が
統
合
を
許
容
し
な
い
も

の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
主
権
的
国
家
性

（
29
）

の
要
請
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
議
会
主
権

（
30
）

、
イ
タ
リ
ア
及
び
フ
ラ
ン
ス

（
31
）

で

は
共
和
国
的
国
家
形
態
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
一
九
九
四
年
の
Ｅ
Ｕ
加
入
条
約

（
32
）

に
関
連
す
る
「
連
邦
憲
法
の
基
礎
法
律
」
が
そ
れ
に
当
た

る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、「
国
家
の
状
況
に
関
す
る
原
則
」
を
統
合
に
対
す
る
限
界
（
一
〇
章
§
5
）
と
し
て
示
さ
れ
、
そ
れ
に
関
し
て
、

学
説
で
は
と
り
わ
け
出
版
の
自
由
、
透
明
性
、
文
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
想
定
さ
れ
て
い
る

（
33
）

。
他
方
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
正
確
な
輪
郭
は
不
明

な
も
の
の
憲
法
裁
判
所
が
ス
ペ
イ
ン
憲
法
に
お
い
て
統
合
を
許
容
し
な
い
「
価
値
と
原
則
」
の
「
核
」
を
認
識
し
て
い
る

（
34
）

。

ｂ
）
ド
イ
ツ
で
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
長
年
に
わ
た
る
判
例

（
35
）

の
中
で
再
三
再
四
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
と
同
時
に
現
れ
る
基
本
法
の
基
準
の
相

対
化
に
は
限
界
が
有
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
一
九
九
二
年
以
前
の
基
本
法
二
四
条
一
項
の
国
際
機
関
へ
の
授
権
に
つ
い
て
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
は
二
四
条
一
項
が
「
国
家
間
組
織
に
対
し
て
高
権
の
授
与
の
方
法
を
通
じ
た
基
本
構
造
へ
の
侵
入
に
よ
り
現
行
の
憲
法
秩
序
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
放
棄
す
る
こ
と
」
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
て
き
た

（
36
）

。
憲
法
改
正
立
法
者
は
、
こ
の
判
例
を
基
本
法

二
三
条
一
項
三
文
に
法
典
化
し
、
次
の
よ
う
に
定
め
た
。「
Ｅ
Ｕ
の
創
設
及
び
そ
の
条
約
上
の
基
礎
の
変
更
及
び
そ
れ
に
応
じ
て
こ
の
基

本
法
の
内
容
を
変
更
補
充
し
、
あ
る
い
は
変
更
補
充
を
可
能
に
す
る
規
則
の
改
正
に
つ
い
て
は
基
本
法
七
九
条
二
項
及
び
三
項
が
適
用
さ

七
二



Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
五
三
）

れ
る

（
37
）

。」。
こ
の
限
り
に
お
い
て
「
州
に
お
け
る
連
邦
の
編
成
、
立
法
の
際
の
州
の
原
則
的
協
力
ま
た
は
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て

い
る
諸
原
則
」
の
変
更
は
、
統
合
に
参
与
す
る
ド
イ
ツ
の
立
法
機
関
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
憲
法
改
正
立
法
者
に
示
さ
れ

た
限
界
は
欧
州
統
合
の
進
展
に
関
し
て
も
妥
当
す
る
。

aa
）
リ
ス
ボ
ン
条
約
判
決
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
の
こ
と
を
よ
り
詳
細
に
示
そ
う
と
試
み
、
基
本
法
が
ド
イ
ツ
の
（
主
権
的
）

国
家
性
を
保
障
し

（
38
）

、
憲
法
改
正
立
法
者
と
統
合
立
法
者
を
拘
束
す
る
と
強
調
し
た
。
い
わ
ゆ
るpouvoirs constitués

（
創
設
さ
れ
た
機
関
）

と
し
て
の
連
邦
議
会
、
連
邦
参
議
院
及
び
連
邦
政
府
は
、
国
民
の
頭
を
超
え
て
主
権
国
家
と
し
て
の
ド
イ
ツ
を
取
り
除
く
権
限
は
有
し
て

い
な
い
。
そ
れ
に
は
、
む
し
ろ
憲
法
制
定
権
力
（pouvoir constituant

）
の
承
認
を
必
要
と
す
る
（
基
本
法
七
九
条
三
項
、
一
四
六
条

（
39
）

）。
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
Ｅ
Ｕ
は
、
多
元
的
憲
法
主
義
の
概
念
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
な
く
、
国
際

法
的
な
基
礎
に
基
づ
く
国
家
及
び
憲
法
連
合
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
構
成
国
は
、
将
来
に
お
い
て
も
│
第
六
次
付
加
価
値
税
指
令
の
決
定
の

中
で
す
で
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
│
「
条
約
の
主
人

（
40
）

」
で
あ
り
、
そ
の
地
位
に
と
ど
ま
る
。
Ｅ
Ｕ
は
、
国
家
に
よ
り
支
え
ら
れ
、
ま
た
、
基

本
法
の
民
主
主
義
原
則
は
、
ド
イ
ツ
の
立
法
機
関
に
統
合
に
対
す
る
特
別
な
責
任
（Integrationsverantw

ortung

）
を
課
し
、
さ
ら
に
欧
州

の
事
項
に
お
い
て
国
内
議
会
の
よ
り
積
極
的
な
役
割
を
要
請
す
る
。
そ
の
国
内
議
会
の
積
極
的
な
役
割
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
一
二
条
、
Ｅ
Ｕ
に

お
け
る
国
内
議
会
の
役
割
に
関
す
る
議
定
書
並
び
に
補
完
性
及
び
比
例
性
原
則
の
適
用
に
関
す
る
議
定
書
に
も
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

現
在
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
も
要
請
さ
れ
て
い
る
が

（
41
）

、
憲
法
上
（
基
本
法
二
三
条
二
項
か
ら
六
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
）
の
国
内
議
会
の
役
割
に

対
応
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
し
て
、
構
成
国
が
一
方
的
に
脱
退
す
る
権
利
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

〈
xiii
〉
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
五
四
）

（
現
在
Ｅ
Ｕ
条
約
五
〇
条
に
明
示
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
）、
ま
た
Ｅ
Ｕ
に
権
限
権
限
（K
om

petenzkom
petenz

）
を
移
譲
し
て
は
な
ら
ず
、
権
限

付
与
の
原
則
が
権
限
配
分
の
基
礎
に
お
か
れ
る
と
い
う
こ
と

（
42
）

、
構
成
国
が
│
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
判
決
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
│
「
任
務

と
権
限
の
優
位
（Ü

bergew
icht von A

ufgaben und B
efugnissen

）」
を
も
つ
存
在
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

（
43
）

を
意
味
し
て
い

る
。
こ
の
定
式
を
リ
ス
ボ
ン
条
約
判
決
は
一
定
の
政
治
的
分
野
の
例
示
列
挙
に
よ
り
具
体
化
し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
列
挙
と

は
、
国
民
で
あ
る
こ
と
の
条
件
、
警
察
及
び
軍
隊
の
独
占
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
設
定
を
含
む
収
入
と
支
出
並
び
に
基
本
権
の
実
現
に
対
す
る
侵

害
事
実
の
内
容
、
と
り
わ
け
刑
事
司
法
あ
る
い
は
収
容
措
置
に
お
け
る
自
由
剥
奪
の
よ
う
な
集
中
的
な
基
本
権
の
侵
害
、
言
語
、
家
族
、

教
育
の
形
成
の
自
由
、
言
論
、
出
版
及
び
集
会
の
自
由
の
秩
序
あ
る
い
は
宗
教
も
し
く
は
世
界
観
的
信
条
の
扱
い
の
よ
う
な
文
化
的
な
問

題
で
あ
る

（
44
）

。

bb
）
最
近
、
裁
判
所
は
、
と
り
わ
け
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
財
政
的
側
面
を
明
確
に
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
支
援
及
び

ユ
ー
ロ
救
済
支
援
に
関
す
る
判
決

（
45
）

並
び
に
欧
州
安
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
（E

S
M

）
に
関
す
る
判
決
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
ド
イ
ツ
連
邦

議
会
の
財
政
的
な
責
任
を
ド
イ
ツ
の
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
と
し
、
財
政
政
策
の
全
責
任
を
免
除
で
き
な
い

と
し
た
。
文
言
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
こ
の
判
例
に
お
い
て
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
他
の
ア
ク
タ
ー
へ
の
範
囲
が
不
明
確
な
財
政
政

策
分
野
の
授
権
に
よ
り
財
政
的
責
任
を
移
譲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
連
邦
議
会
は
、
全
体
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
、

個
々
の
措
置
の
全
体
的
評
価
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
、
事
前
の
設
権
的
同
意
な
し
に
見
通
せ
な
い
財
政
に
影
響
を
も
つ
負
担
（
支
出
で
あ

れ
収
入
の
不
足
で
あ
れ
）
に
つ
な
が
る
効
果
を
も
つ
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
法
律
に
よ
っ
て
も
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
財
政
的
責
任
の
放
棄

の
禁
止
は
、
立
法
者
の
予
算
権
限
を
許
容
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
と
し
て
制
限
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
維
持
を
目
的
と
す
る

（
47
）

。」

（
46
）、〈
xiv
〉

七
四



Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
五
五
）

Ⅱ
．
民
主
主
義
原
則
と
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

1
．
基
本
法
上
の
民
主
主
義
コ
ン
セ
プ
ト
の
特
別
性

ギ
リ
シ
ャ
支
援
及
び
Ｅ
Ｓ
Ｍ
に
関
す
る
判
例
の
背
景
に
は
、
ド
イ
ツ
の
特
別
な
民
主
主
義
コ
ン
セ
プ
ト
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、

Ｋ
Ｐ
Ｄ
（
ド
イ
ツ
共
産
党
）
判
決

（
48
）

に
お
い
て
す
で
に
そ
の
根
が
明
白
で
あ
っ
た
と
し
て
も
再
統
合
の
後
よ
う
や
く
明
確
に
形
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
民
主
主
義
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
核
に
お
い
て
は
、
基
本
法
二
〇
条
一
項
及
び
二
項
に
お
け
る
民
主
主
義
の
原
則
と
国
民
主

権
の
保
障
の
下
で
人
間
の
尊
厳
（
基
本
法
一
条
一
項
）
に
依
拠
し
た
政
治
的
自
己
決
定
へ
の
要
請
が
存
在
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
基
本
権
の
よ
う
に
、
そ
れ
と
結
び
つ
く
可
能
性
の
漸
進
的
拡
大
を
強
く
求
め
る
傾
向
に
あ
る

（
49
）

。
ド
イ
ツ
に
お

け
る
民
主
主
義
は
、
そ
れ
ゆ
え
単
に
、
選
挙
等
で
も
っ
て
顧
慮
す
る
抽
象
的
な
帰
責
原
則
（Z

urechnungsprinzip

）
で
は
な
い
。
同
民
主

主
義
は
選
挙
人
と
し
て
個
人
を
真
に
受
け
、
個
人
を
臣
民
、
つ
ま
り
国
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
監
督
の
対
象
と
い
う
役
割
か
ら
実
際
に
も

開
放
す
る
。

こ
の
要
求
の
多
い
民
主
主
義
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
り
ド
イ
ツ
、
ま
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
比
較
に
お
い
て
か
な
り
独

特
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
条
約
九
条
以
下
の
意
味
に
お
け
る
民
主
主
義
的
な
原
則
及
び
他
の
構
成
国
の
民
主
主
義
コ
ン
セ
プ
ト
に
は
ド
イ
ツ
の
そ

れ
に
匹
敵
す
る
深
さ
と
教
義
上
の
浸
透
性
が
欠
け
て
い
る

（
50
）

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
最
も
民
主
主
義
的
な
」
国
、
ス
イ
ス
は
、
そ
も
そ
も
民
主

主
義
原
則
を
知
ら
な
い

（
51
）

。
ス
イ
ス
の
民
主
主
義
は
、
民
主
主
義
的
意
思
形
成
に
関
し
て
見
ら
れ
る
手
続
が
民
主
主
義
的
で
あ
る
こ
と
に
つ

き
る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
主
義
コ
ン
セ
プ
ト
の
特
別
性
に
は
、
歴
史
的
な
理
由
が
あ
り
、
歴
史
家
が
言
わ
せ
る
と
「
特
別
な
歴
史

七
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
五
六
）

（P
fadabhängig

）」
に
な
る
。
そ
の
民
主
主
義
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト

（
52
）

が
要
請
し
た
、
政
治
の
特
別
な
「
法
化

（Juridifi zierung

）」
の
結
果
で
あ
る
。
法
化
は
、
す
で
に
一
四
世
紀
以
降
古
代
帝
国
の
経
験
の
中
に
そ
の
痕
跡
が
見
出
さ
れ
、
帝
国
最
高

法
院
及
び
帝
国
枢
密
顧
問
官
（R

eichshofrat

）
の
表
現
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
一
九
世
紀
に
ド
イ
ツ
に
特
有
の
法
治
国
家
が
生
み
出
さ
れ

た
こ
と
は
、
特
徴
的
で
あ
り
う
る

（
53
）

。
そ
の
誕
生
は
、
法
律
の
優
位
と
留
保
で
も
っ
て
市
民
に
民
主
主
義
の
断
念
を
甘
受
さ
せ
、
我
々
の
法

と
裁
判
所
へ
の
信
用
を
徐
々
に
准
宗
教
的
な
機
能
へ
と
高
め
た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
主
義
は
、
政
治
的
な
多
数
決
の
奮
闘
の
み
な
ら

ず
、
法
の
助
け
を
借
り
た
問
題
克
服
で
も
あ
る
。

2
．
民
主
主
義
の
三
段
階
説

よ
り
具
体
的
に
捉
え
た
（
こ
こ
で
は
基
本
法
の
民
主
主
義
原
則
が
他
の
構
成
国
に
お
け
る
そ
れ
と
類
似
す
る
）
政
治
的
な
決
定
の
正
統
化
へ
の

段
階
的
要
請
並
び
に
根
本
に
お
い
て
「
実
質
性
」
の
基
準
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
高
権
の
Ｅ
Ｕ
へ
の
移
譲
へ
の
段
階
的
要
請
を
取
り
扱
う
。

ａ
）
第
一
段
階
に
お
い
て
通
常
の
政
治
的
決
定
は
議
会
に
お
け
る
単
純
多
数
決
を
必
要
と
す
る
（
基
本
法
四
二
条
二
項
一
文
）。
そ
の
下

に
法
律
上
の
構
成
員
の
数
の
多
数
決
も
入
る
（
基
本
法
一
二
一
条
）。
こ
れ
は
、
高
権
の
移
譲
に
も
原
則
的
に
当
て
は
ま
る
（
基
本
法
二
三
条

一
項
二
文
）。

ｂ
）
こ
れ
に
対
し
て
、
言
っ
て
み
れ
ば
第
二
段
階
に
当
た
る
、
憲
法
に
介
入
さ
れ
る
あ
る
い
は
事
に
よ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
介
入
が
可

能
と
な
る
場
合
、
そ
れ
が
基
本
法
を
形
式
的
に
変
更
す
る
法
律
に
よ
る
に
せ
よ
（
基
本
法
七
九
条
一
項
）、
高
権
の
移
譲
に
よ
る
に
せ
よ

七
六



Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
五
七
）

（
基
本
法
二
三
条
一
項
三
文
）、
そ
れ
に
は
立
法
機
関
に
お
け
る
三
分
の
二
の
多
数
決
が
必
要
で
あ
る
（
基
本
法
七
九
条
二
項
）。

ｃ
）
そ
れ
に
加
え
て
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
介
入
が
な
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
は
第
三
段
階
に
当
た
る
が
、
基
本
法
一
四
六
条

に
基
づ
く
国
民
自
体
の
自
由
な
決
定
を
必
要
と
す
る
。
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
本
来
の
見
解
に
よ
る
と
、

「
基
本
法
の
改
正
が
許
容
さ
れ
な
い
核
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
、
憲
法
改
正
法
律
を
国
民
決
定
の
方
法
で
正
当
化
す
る

（
54
）

」
と
い
う
こ
と
を

排
除
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
基
本
法
一
四
六
条
は
、
憲
法
違
反
で
な
い
憲
法
規
範
で
あ
る
と
し
た
ら

（
55
）

、
法
は
権
力
に
最
後
に
は
常
に
屈

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
の
な
い
簡
潔
な
指
示
に
す
ぎ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
方
法
的
に
正
し
い
憲
法

解
釈

（
56
）

の
結
果
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
憲
法
規
範
と
そ
の
包
括
的
な
有
効
性
の
要
求
を
見
誤
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
基
本
法
一
四
六
条
を
基
本
法
七
九
条
三
項
と
関
連
付
け
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
四
四
条
三
項
、
ス
イ
ス
憲
法
一
九
三
条
ま
た
は

ス
ペ
イ
ン
憲
法
一
六
八
条

（
57
）

と
同
じ
く
、
そ
こ
に
基
本
法
の
全
体
の
改
正
へ
の
授
権
を
見
て
取
る
場
合
、
意
味
の
あ
る
解
決
が
差
し
出
さ
れ

る
。
そ
れ
に
基
づ
き
国
民
が
基
本
法
七
九
条
三
項
の
永
久
保
障
を
無
視
し
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

ド
イ
ツ
に
政
治
的
な
変
革
の
時
期
に
お
い
て
も
最
大
限
の
安
定
性
を
保
障
す
る

（
58
）

の
が
基
本
法
の
願
望
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
れ
ば
、
基

本
法
が
「
憲
法
制
定
権
力
」
と
「
憲
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
機
関
」
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
こ
と

（
59
）

、
ま
た
、
両
者
の
「
権
力
」
の
間

の
境
界
線
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
実
質
法
上
の
内
容
は
、
創
設
さ

れ
た
国
家
権
力
の
形
成
可
能
性
に
決
定
的
な
限
界
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る

（
60
）

。
実
質
法
上
の
内
容
が
永
久
保
障
さ
れ
る
保
護
物
へ
の
介
入

に
対
し
て
憲
法
制
定
権
力
の
権
限
を
参
照
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

（
61
）

、
実
質
法
上
の
内
容
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
権
限
決
定
を
行

七
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
五
八
）

う
こ
と
に
な
る
。
民
主
主
義
に
特
有
の
考
慮
は
こ
の
解
釈
の
代
弁
を
す
る
。
確
か
に
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
領

域
へ
の
介
入
を
内
容
と
す
る
決
定
を
徐
々
に
解
釈
の
変
更
に
よ
っ
て
も
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う

（
62
）

。
そ
の
変
更
は
、
ド
イ
ツ

憲
法
裁
判
所
ま
た
は
そ
の
裁
判
部
の
半
分
が
国
民
の
代
理
と
い
う
結
果
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
適
当
で
は
な

い
よ
う
に
思
え
る
。
基
本
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
新
し
い
規
定
な
い
し
他
の
共
和
国
へ
の
移
行
の
よ
う
な
国
家
と
社
会
の
ま
さ
に
存

在
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
行
為
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
永
久
保
障
へ
の
介
入
以
外
の
何
物
で
な
く
、
国
民
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
う

る
最
も
広
範
囲
の
民
主
主
義
の
基
礎

（
63
）

に
基
づ
く
公
的
な
討
論
の
中
で
熟
す
る
意
識
的
な
政
治
的
な
決
定
を
要
求
す
る
。

3
．
国
内
民
主
主
義
コ
ン
セ
プ
ト
の
政
治
的
な
意
義

上
述
し
た
形
成
に
お
け
る
民
主
主
義
原
則
の
強
調
と
政
治
的
な
決
定
へ
の
異
な
る
要
請
は
、
法
学
が
好
む
構
築
の
結
果
で
あ
る
だ
け
で

は
な
い
。
こ
の
背
景
に
は
、
経
験
を
満
足
さ
せ
る
認
識
が
存
在
す
る
。
そ
の
認
識
と
は
、
多
数
決
原
則
の
適
用
及
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た

多
数
を
制
さ
せ
る
と
い
う
覚
悟
が
、
一
定
程
度
社
会
的
な
緊
密
な
結
び
つ
き
と
利
益
の
調
和
を
要
求
す
る
、
歴
史
、
文
化
、
経
済
及
び
政

治
的
な
前
提
条
件
を
有
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。（
ド
イ
ツ
）
国
民
国
家
に
お
い
て
こ
れ
が
保
障
さ
れ
、
約
一
五
〇
年
経
験
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
ど
の
範
囲
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
か
は
不
明
で
あ
り
、
一
括
的
に
答
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
個
々
の
政
治

的
分
野
に
よ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
の
多
数
決
の
下
で
の
ド
イ
ツ
の
服
従
は
、
ド
イ
ツ
ま
た
は
ド
イ
ツ
人
個
人
が
多

数
派
に
入
る
と
い
う
現
実
的
な
機
会
を
有
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
が
現
状
に
対
し
て
持
続
的
な
利
点
を
ド
イ
ツ
に
も
た
ら
す
と
き
に
の
み
意

味
を
な
す
。
こ
の
「
さ
ら
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
要
請
は
、
こ
の
背
景
に
お
い
て
少
な
く
と
も
複
雑
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
が
財
政
政
策
に
関
し
て
ど
う
で
あ
る
か
は
目
下
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
評
価
で
き
な
い
。
経
験
は
い
ず
れ
に
せ
よ
注
意
を
促
す
。
基

七
八



Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
五
九
）

本
法
一
一
五
条
の
意
味
に
お
け
る
古
い
負
債
の
限
界
は
、
同
条
に
よ
る
と
新
し
い
負
債
は
投
資
の
合
計
に
よ
り
限
定
さ
れ
、
全
経
済
的
均

衡
の
障
害
と
な
る
場
合
の
み
例
外
が
可
能
で
あ
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
何
も
生
じ
さ
せ
な
い

（
64
）

。
か
つ
て
ベ
ル
リ
ン
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
憲
法
裁

判
所
が
無
効
と
判
示
し
た
憲
法
違
反
の
予
算
を
作
成
し
た
（
特
に
特
筆
す
べ
き
効
果
は
な
し
）。
ま
た
、
ノ
ル
ド
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー

レ
ン
州
に
お
い
て
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
安
定
成
長
協
定
及
び
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
一
二
六
条
に
お
け
る
超
過
赤
字
の
回
避
に
関
す
る
規

定
は
一
九
九
七
年
以
来
約
六
〇
回
破
ら
れ
て
き
た
。

Ⅲ
．
民
主
主
義
原
則
に
照
ら
し
た
ギ
リ
シ
ャ
支
援
と
救
済
措
置

上
述
し
た
問
題
が
実
際
的
に
な
っ
た
こ
れ
ま
で
の
中
で
最
も
重
要
な
事
例
は
、
ギ
リ
シ
ャ
支
援
と
欧
州
安
定
基
金
へ
の
ド
イ
ツ
の
参
加

に
関
す
る
二
〇
一
一
年
九
月
七
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決

（
65
）

で
あ
る
。
同
判
決
の
中
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
七
九
条

三
項
と
結
び
つ
い
た
二
三
条
一
項
三
文
か
ら
統
合
に
対
し
設
定
さ
れ
た
限
界
が
国
際
条
約
法
へ
の
鞍
替
え
に
よ
っ
て
は
迂
回
さ
れ
な
い
こ

と
を
明
確
に
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
個
々
人
が
基
本
法
三
八
条
一
項
一
文
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
そ
の
遵
守
へ
の
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と

も
明
確
に
し
た
。
学
界
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
こ
の
再
度
の
拡
大
は
以
下
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
。

「
議
会
が
政
治
的
な
自
己
決
定
の
核
に
な
る
部
分
を
放
棄
し
、
そ
れ
で
も
っ
て
市
民
か
ら
継
続
的
に
民
主
主
義
の
影
響
力
が
取
り
さ
ら

わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
最
終
的
に
人
間
の
尊
厳
に
根
を
も
つ
民
主
主
義
へ
の
市
民
の
要
求
は
、
無
効
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

基
本
法
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
並
び
に
二
〇
条
一
項
及
び
二
項
に
お
け
る
選
挙
権
と
国
家
権
力
の
関
係
を
不
可
侵
の
も
の
と
宣
言
し
た
。

…
憲
法
改
正
立
法
者
は
、
新
し
い
基
本
法
二
三
条
の
条
文
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
の
発
展
へ
の
委
任
は
あ
る
一
定
の
憲
法
上
の
構
造
準
則
の
継
続
的

な
維
持
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
り
憲
法
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
護
に
関
し
…
絶
対
的
な
限
界
を

七
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
六
〇
）

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
（
基
本
法
二
三
条
一
項
一
文
）。
基
本
法
七
九
条
三
項
と
両
立
し
な
い
議
会
に
よ
る
権
限
の
放
棄
に

対
し
て
市
民
は
憲
法
上
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
広
範
囲
の
告
訴
権
を
基
本
法
は
規
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
基
本
法
三
八
条
一
項
の
防
御
法
的
側
面
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
と
は
、
現
在
の
ま
た
は
将
来
の
連
邦
議
会

の
権
限
は
市
民
の
政
治
的
意
思
の
実
現
に
向
け
ら
れ
た
国
民
の
意
思
の
議
会
の
代
表
が
法
的
に
も
実
際
に
も
不
可
能
に
な
る
よ
う
な
方
法

で
空
洞
化
さ
れ
る
危
険
性
が
明
白
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
申
し
立
て
権
限
は
、
結
果
と
し
て
、
選
挙
権
が
空
に
な
り
う
る
と

い
う
こ
と
が
実
質
的
に
示
さ
れ
た
場
合
の
み
与
え
ら
れ
る
。
基
本
法
三
八
条
一
項
に
関
す
る
異
議
申
し
立
て
権
限
は
、
…
基
本
法
一
一
五

条
一
項
に
基
づ
く
保
証
授
権
が
、
国
際
条
約
的
合
意
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
財
政
自
律
性
の
重
大
な
侵
害
と
な
り
う
る

場
合
に
の
み
与
え
ら
れ
る

（
66
）

。」。

こ
の
と
り
わ
け
基
本
法
二
〇
条
一
項
及
び
二
項
並
び
に
七
九
条
三
項
に
依
拠
し
た
判
決
の
事
項
的
に
重
要
な
中
心
問
題
は
、
ド
イ
ツ
連

邦
議
会
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
財
政
政
策
的
授
権
に
よ
り
他
の
ア
ク
タ
ー
に
財
政
的
責
任
を
移
譲
し
、「
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
全
コ
ン

セ
プ
ト
に
基
づ
く
に
せ
よ
、
個
々
の
措
置
の
全
評
価
に
基
づ
く
に
せ
よ
、
事
前
の
構
成
的
な
同
意
な
し
に
見
通
せ
な
い
財
政
的
な
負
担
に

つ
な
が
る

（
67
）

」
影
響
力
の
あ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
自
己
を
委
ね
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
背
景
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
他
の

国
家
の
意
思
決
定
に
対
す
る
責
任
の
引
き
受
け
と
い
う
結
果
に
な
る
継
続
的
な
国
際
条
約
法
上
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、（
と
り
わ
け
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
見
積
も
る
こ
と
の
で
き
な
い
効
果
と
結
び
つ
く
場
合
、）
創
設
さ
れ
る
こ
と
を
不
可
能
と
し
た
。
さ
ら
に
、
自
由
に
な
る
手
段
の
取
扱
い
の

方
法
に
対
す
る
議
会
の
影
響
が
十
分
に
存
在
す
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
68
）

。
ド
イ
ツ
が
こ
の
よ
う
な
保
証
に
対
し
て
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
の
蓋
然
性
に
関
し
て
は
、
立
法
者
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
相
当
な
評
価
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
裁
量
は
、
連
邦
財
政
の
将
来
的
な
負
担
能
力
及
び
ド
イ
ツ
の
経
済
的
履
行
能
力
の
評
価
の
よ
う
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
尊
重
さ

八
〇



Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
六
一
）

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

（
69
）

。

当
該
法
律
（
通
貨
同
盟
財
政
安
定
法
律

（
70
）

と
ユ
ー
ロ
安
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
法
律

（
71
）

）
を
裁
判
所
は
実
質
的
に
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
な

ら
当
該
法
律
か
ら
生
じ
う
る
義
務
が
合
計
の
限
界
値
、
時
間
的
な
限
定
、
厳
格
な
条
件
及
び
全
会
一
致
の
要
請
に
よ
り

（
72
）

十
分
に
定
め
ら
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
お
い
て
ユ
ー
ロ
安
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
法
律
の
執
行
の
連
続
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
で
予
算
委
員
会
に

委
任
す
る
と
い
う
こ
と
で
十
分
の
よ
う
に
見
え
た
。
な
お
、
裁
判
所
は
、
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
保
証
の
引
き
受
け
の
前
に
生
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
ユ
ー
ロ
安
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
法
律
一
条
四
項
一
文
の
（
少
な
く
と
も
限
界
値
的
な
）
憲
法
適
合
的
解
釈
に
基
づ
き

確
定
し
た

（
73
）

。
Ⅳ
．
統
合
に
対
す
る
責
任
（Integrationsverantw

orung

）
と
特
別
委
員
会

立
法
者
は
、
上
述
し
た
狭
い
枠
組
の
中
で
許
容
さ
れ
る
統
合
に
対
す
る
責
任
の
詳
細
に
つ
い
て
の
予
算
委
員
会
へ
の
委
譲
を
九
人
の
議

員
か
ら
な
る
特
別
委
員
会
に
ユ
ー
ロ
救
済
の
議
会
的
同
伴
（parlam

entarische B
egleitung

）
を
割
り
当
て
る
機
会
と
し
て
利
用
し
た
い
と

考
え
た
。
こ
の
こ
と
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
ユ
ー
ロ
安
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
法
律
の
三
条
三
項
の
改
正
法
の
発
効
に
対
し
仮
命
令
の
公
布
の
契

機
と
す
る
だ
け
で
な
く

（
74
）

、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
対
内
組
織
に
関
す
る
根
本
的
な
決
定
の
契
機
と
し
た

（
75
）

。
こ
の
判
決
の
核
は
、
ド
イ
ツ
連
邦

議
会
が
、
原
則
的
に
全
体
と
し
て
の
代
表
機
能
を
個
々
の
議
員
、
議
員
グ
ル
ー
プ
あ
る
い
は
議
会
の
多
数
で
は
な
く
、
そ
の
す
べ
て
の
構

成
員
の
参
与
に
よ
り
引
き
受
け
る
べ
き
と
い
う
原
則
の
確
認
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
予
算
権
と
財
政
政
策
上
の
全
責
任
に
当
て

は
ま
る
。「
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
予
算
権
と
財
政
政
策
上
の
全
責
任
は
、
原
則
的
に
本
会
議
に
お
け
る
交
渉
及
び
決
定
に
よ
り
承
認
さ
れ

る
…
。
予
算
法
律
に
よ
る
決
定
、
財
政
に
影
響
を
与
え
る
法
律
ま
た
は
そ
の
他
の
本
会
議
の
構
成
的
な
決
定
に
よ
る
…
。
各
議
員
は
、
基
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
六
二
）

本
法
七
七
条
一
項
一
文
及
び
一
一
〇
条
二
項
一
文
と
結
び
つ
い
た
三
八
条
一
項
に
基
づ
き
連
邦
政
府
の
予
算
案
の
判
断
へ
の
権
利
及
び
こ

れ
に
つ
き
修
正
の
申
請
の
判
断
へ
の
権
利
を
有
す
る
。
議
員
は
、
財
政
資
金
の
使
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
考
え
を
述
べ
、
そ
れ
に
よ
り
予

算
案
に
つ
い
て
の
決
定
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
議
員
は
根
本
的
な
財
政
政
策
上
の
決
定
に

つ
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
限
を
承
認
す
る
権
限
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
…

（
76
）

」。

た
だ
、
こ
の
こ
と
は
、
制
限
な
く
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
委
任
の
自
由
と
平
等
（
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
）
は
、
憲
法
レ
ベ
ル

の
他
の
法
益
、
例
え
ば
議
会
の
機
能
性
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
質
性
の
考
え
に
方
向
づ
け
ら
れ
、
か
つ
、
比
例
性
原
則

に
よ
り
導
か
れ
る
、
区
別
を
目
的
と
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
決
議
委
員
会
へ
の
決
定
権
限
の
委
譲
に
よ
り
議
員
が
議
会
の
決
定
へ
の
参
与
か
ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
限
り
、
こ
れ
は
憲
法
レ
ベ
ル

の
他
の
法
益
の
保
護
か
つ
比
例
性
原
則
の
厳
格
な
維
持
の
も
と
で
の
み
許
容
さ
れ
る
。
自
己
組
織
化
の
権
限
は
、
議
員
か
ら
権
限
を
完
全

に
奪
う
こ
と
を
許
し
て
い
な
い

（
77
）

。」。

Ⅴ
．
結
語

基
本
法
は
、
Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
の
形
成
に
と
っ
て
実
質
的
な
基
準
の
み
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
当
然
な
が
ら
と
り

わ
け
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
の
決
定
の
民
主
主
義
的
正
統
化
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
危
機
に
お
い

て
、
財
政
市
場
の
迅
速
な
対
処
を
事
実
上
ま
た
は
推
定
上
要
請
さ
れ
る
行
動
委
任
を
躊
躇
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
Ｉ
Ｗ
Ｆ

の
議
長
、C

hristine L
agarde

が
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
示
し
た
よ
う
に
、
民
主
主
義
は
危
機
克
服
の
際
に
は
事
実
上
の
障
害
で
あ
る

こ
と
が
証
明
さ
れ
た

（
78
）

。
た
だ
そ
れ
は
、
我
々
及
び
我
々
の
子
供
の
自
由
及
び
自
己
決
定
の
た
め
に
我
々
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
代

八
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Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
六
三
）

償
で
あ
る
。
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
出
身
のB

erthold B
recht

は
、
ま
ず
飯
だ
、
道
徳
は
そ
の
次
だ
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
常
に
当
て
は
ま

る
わ
け
で
は
な
い
。

（
1
） B

V
erfG

E
 89, 155 ff . 

│ M
aastricht.

（
2
） B

V
erfG

E
 123, 267 ff . 

│ L
issabon.

（
3
） B

V
erfG

E
 129, 124 ff . 

│ G
riechenland-H

ilfe und E
uro-R

ettungsschirm
.

（
4
） E

uG
H
, R

s. 6/64, C
osta/

E
.N

.E
.L

., S
lg. 1964, 1251 

（1269

）; R
s. 11/70, In

tern
ation

ale H
an

d
elsgesellsch

aft, S
lg. 1970, 

1125, R
n. 3; R

s. 106/77, S
im

m
en

th
al, S

lg. 1978, 629, R
n. 17 ff .

（
5
） S

iehe P
eter M

. H
u

ber, O
ff ene S

taatlichkeit: V
ergleich, in: v. B

ogdandy/C
ruz V

illalón/H
uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 II, 2008, 

§ 26 

R
n. 34.

（
6
） S

iehe H
u

ber, 

（F
n. 5

） 

§ 26 R
n. 83 ff .

（
7
） 

C
arlo P

an
ara, O

ff ene S
taatlichkeit: Italien, in: v. B

ogdandy/C
ruz V

illalón/H
uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 II, 

§ 18 R
n. 20 ff ., 34, 

unter H
inw

eis auf die U
rteile F

ron
tin

i, G
ran

ital und F
ragd

 v. A
m

m
in

istrazion
e d

elle F
in

an
ze N

r. 232.

（
8
） 

C
ath

erin
e H

agu
en

au
-M

oizard, O
ff ene S

taatlichkeit: F
rankreich, in: v. B

ogdandy/C
ruz V

illalón/H
uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 II, 

§ 

15 R
n. 28.

（
9
） 

P
atrick B

irkin
sh

aw
/

M
artin

a K
ü

n
n

ecke, O
ffene S

taatlichkeit: G
roßbritannien, in: v. B

ogdandy/C
ruz V

illalón/H
uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 II, 

§ 17 R
n. 17.

（
10
） P

olnV
erfG

H
, K

 18/04, E
uR

 41 

（2006

）, S
. 236; S

tan
islaw

 B
iern

at, O
ff ene S

taatlichkeit; P
olen, in: v. B

ogdandy/C
ruz 

V
illalón/H

uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 II, 

§ 21 R
n. 45.

（
11
） 

F
ran

z C
. M

ayer, E
uropäische V

erfassungsgerichtsbarkeit, in: v. B
ogdandy/B

ast 

（H
rsg.

）, E
uropäisches V

erfassungsrecht. 
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
六
四
）

T
heoretische und dogm

atische G
rundzüge, 2. A

ufl . 2009, S
. 559 

（578 ff .

）; K
arl P

eter S
om

m
erm

an
n, O

ff ene S
taatlichkeit: 

D
eutschland, in: v. B

ogdandy/C
ruz V

illalón/H
uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 II, 

§ 14 R
n. 61.

（
12
） 

C
h

ristoph
 G

raben
w

arter, O
ff ene S

taatlichkeit: Ö
sterreich, in: v. B

ogdandy/C
ruz V

illalón/H
uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 II, 

§ 20 

R
n. 50, 53.

（
13
） 

G
raben

w
arter, 

（F
n. 12

） 

§ 20 R
n. 55, 69.

（
14
） Z

uletzt B
V
erfG

E
 102, 147 ff . 

│ B
an

an
en

m
arkt.

（
15
） 

R
 v. S

ecretary of S
tate for T

ran
sport ex parte F

actortam
e, 

﹇1991

﹈ A
C
 603; 

﹇1991

﹈ 3 A
ll E

R
 769.

（
16
） B

V
erfG

E
 37, 271 

（280

） 

│ S
olange I; B

V
erfG

E
 52, 187 ff . 

│ V
ielleicht; B

V
erfG

E
 73, 339 ff . 

│ S
olange II.

（
17
） 

P
an

ara, 

（F
n. 7

） 

§ 18 R
n. 20 ff .

（
18
） E

uG
H
, R

s. C
-36/02, O

m
ega, S

lg. 2004, I-9609 R
n. 39; R

s. C
-208/09, S

ayn-W
ittgenstein./.L

andeshauptm
ann von W

ien, 

S
lg. 2010, I-13693, R

n. 25 ff ., 92 ff .; w
eitere N

achw
eise P

eter M
. H

u
ber, in: S

treinz 

（H
rsg.

）, E
U
V
/A

E
U
V
, 2. A

ufl . 2011, A
rt. 

19 E
U
V
 R

n. 65.

（
19
） B

V
erfG

E
 89, 155 

（188, 195, 210

） 

│ M
aastricht.

（
20
） B

V
erfG

E
 123, 267 

（398 ff .

） 

│ L
issabon.

（
21
） B

V
erfG

E
 126, 286 ff . 

│ H
oneyw

ell; dazu A
lexand

er P
roelß, Z

ur verfassungsgerichtlichen K
ontrolle der K

om
petenzm

äßigkeit 

von M
aßnahm

en der E
uropäischen U

nion: D
er „ausbrechende R

echtsakt“ in der P
raxis des B

V
erfG

, E
uR

 46 

（2011

）, 241 ff .

（
22
） 

Joakim
 N

ergeliu
s, O

ff ene S
taatlichkeit: S

chw
eden, in: v. B

ogdandy/C
ruz V

illalón/H
uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 II, 

§ 22 R
n. 21.

（
23
） 

P
al S

on
n

even
d, O

ff ene S
taatlichkeit: U

ngarn, in: v. B
ogdandy/C

ruz V
illalón/H

uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 II, 

§ 25 R
n. 24 f.

（
24
） T

schech.V
erfG

 P
l. Ú

S
 5/12 

│ S
lovak P

ensions.

（
25
） B

V
erfG

E
 126, 286 

（308 ff .

）; siehe aber das S
ondervotum

 L
an

d
au S

. 318 ff .

（
26
） E

uG
H
, R

s. C
-159/90, G

rogan
 u

.a., S
lg. 1991, I-4685.

八
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Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
六
五
）

（
27
） 

H
u

ber, 

（F
n. 5

） 

§ 26 R
n. 83; für eine restriktive Interpretation in D

eutschland: S
om

m
erm

an
n, 

（F
n. 11

） 

§ 14 R
n. 25.

（
28
） Z

u den A
uslegungsproblem

en J
u

lia Iliopou
los-S

tran
gas, O

ffene S
taatlichkeit: G

riechenland, in: v. B
ogdandy/C

ruz 

V
illalón/H

uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 II, 

§ 16 R
n. 41 ff .

（
29
） O

berster G
erichtshof, H

øjesteret, U
rt. v. 6.4.1998 I 361/1997, E

uG
R
Z
 1999, S

. 49, 52 R
n. 9.8; F

red
rik T

h
om

as, D
as 

M
aastricht-U

rteil des dänischen O
bersten G

erichtshofs vom
 6. A

pril 1998, Z
aöR

V
 58 

（1998

）, 879 

（898

）.

（
30
） Z

u der F
rage, ob es verfassungsrechtliche P

rinzipien gibt, die auch das souveräne P
arlam

ent nicht abschaffen darf, 

B
irkin

sh
aw

/
K

ü
n

n
ecke, 

（F
n. 9

） 

§ 17 R
n. 41.

（
31
） A

rt. 89 F
rzV

erf.; J. F. F
la

u
ss, R

apport francais, in: S
chw

arze 

（H
rsg.

）, D
ie E

ntstehung einer europäischen 

V
erfassungsordnung, 2000, S

. 25, 79: „... la principe de la souveraineté du peuple français ou/et le principe dém
ocratique ne 

pourraient être abrogés que par le corps électoral agissant non pas dans le cadre d’un acte de révision constitutionnelle, m
ais 

au m
oyen d’un acte constituant nullifi ant la constitution préexistante“.

（
32
） 

G
raben

w
arter, 

（F
n. 12

） 

§ 20 R
n. 34, 55; T

h
eo Ö

h
lin

ger, V
erfassungsrechtliche A

spekte des V
ertrages von A

m
sterdam

 in 

Ö
sterreich, in: H

um
m
er 

（H
rsg.

）, D
ie E

uropäische U
nion nach dem

 V
ertrag von A

m
sterdam

, 1998, S
. 297 

（300 f.

）.

（
33
） 

N
ergeliu

s, 

（F
n. 22

） 

§ 22 R
n. 19, 34.

（
34
） S

T
C
 64/1991; D

T
C
 1/2004; A

n
ton

io L
ópez C

astillo, O
ff ene S

taatlichkeit: S
panien, in: v. B

ogdandy/C
ruz V

illalón/H
uber 

（H
rsg.

）, IP
E
 II, 

§ 24 R
n. 21, 63 ff .

（
35
） B

V
erfG

E
 37, 271 ff . 

│ S
olange I; 73, 339 ff . 

│ S
olange II; 75, 223 ff . 

│ 6. U
S
tR

iL
; 80, 74 ff . 

│ e. A
. F

ernsehrichtlinie; 

89, 155 ff . 

│ M
aastricht; 123, 267 ff . 

│ L
issabon.

（
36
） B

V
erfG

E
 73, 339 

（375 ff .

） 

│ S
olange II.

（
37
） F

ür einen eher spielerischen U
m
gang m

it diesen G
renzen J

ü
rgen

 S
ch

w
arze, Ist das G

rundgesetz ein H
indernis auf dem

 

W
eg nach E

uropa?, JZ
 1999, 637 

（640

）.
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
六
六
）

（
38
） B

V
erfG

E
 123, 267 

（346 ff .

） 

│ L
issabon; früher schon P

eter M
. H

u
ber, M

aastricht 

│ ein S
taatsstreich?, 1993, S

. 22 ff .
（
39
） B

V
erfG

E
 123, 267 

（348 f.

） 

│ L
issabon; erstm

als w
ohl P

eter M
. H

u
ber, B

undesverfassungsgericht und E
uropäischer 

G
erichtshof als H

üter der gem
einschaftsrechtlichen K

om
petenzordnung, A

öR
 116 

（1991

）, 210 

（250

）; d
ers., in: S

achs 

（H
rsg.

）, 

G
G
, 1. A

ufl . 1996, A
rt. 146 R

n. 19; H
orst D

reier, in: ders. 

（H
rsg.

）, G
G
, B

and III, 1. A
ufl . 2000, A

rt. 146 R
n. 16.

（
40
） B

V
erfG

E
 75, 223 

（242

） 

│ 6. U
S
t.-R

iL
; 89, 155 

（190

） 

│ M
aastricht; P

eter M
. H

u
ber, R

echt der E
uropäischen Integration, 

2002, 

§ 5 R
n. 13 ff .

（
41
） S

iehe dazu B
V
erfG

, N
V
w
Z
 2012, 954 R

n. 98 

│ Inform
ationsrechte.

（
42
） F

rüher schon B
V
erfG

E
 75, 223 

（242

） 

│ 6. U
S
t.-R

iL
.

（
43
） B

V
erfG

E
 89, 155 

（186
） 
│ M

aastricht.

（
44
） B

V
erfG

E
 123, 267 

（358 f.
） 
│ L

issabon.

（
45
） B

V
erfG

E
 129, 124 

（179 ff .
） 
│ G

riechenlandhilfe und E
uro-R

ettungsschirm
.

（
46
） B

V
erfG

, N
JW

 2012, 3145 ff . 

│ E
S
M

-V
ertrag, F

iskalpakt.

（
47
） B

V
erfG

E
 129, 124 

（179 ff .

） 

│ G
riechenlandhilfe und E

uro-R
ettungsschirm

.

（
48
） B

V
erfG

E
 5, 85 

（204 f.

） 

│ K
P
D
-U

rteil.

（
49
） G

rundlegend B
V
erfG

E
 107, 59 

（91 f.

） 

│ W
asserverbände N

R
W

; 123, 267 

（342 ff .

） 

│ L
issabon; P

eter M
. H

uber, D
em

okratie 

in E
uropa 

│ Z
usam

m
enfassung und A

usblick, in: B
auer/ders./S

om
m
erm

ann 

（H
rsg.

）, D
em

okratie in E
uropa 

（H
rsg.

）, 2005, S
. 

491 

（495 f.

）; S
ebastian

 U
n

ger, D
as V

erfassungsprinzip der D
em

okratie, 2008, passim
.

（
50
） 

P
eter M

. H
u

ber, in: S
treinz 

（H
rsg.

）, E
U
V
/A

E
U
V
, 2. A

ufl . 2011, A
rt. 10 E

U
V
 R

n. 9 ff .

（
51
） 

K
arl P

eter S
om

m
erm

an
n, D

em
okratiekonzepte im

 V
ergleich, in: B

auer/H
uber/ders. 

（H
rsg.

）, D
em

okratie in E
uropa 

（H
rsg.

）, S
. 191 ff .

（
52
） 

Im
m

an
u

el K
an

t, W
erke in Z

w
ölf B

änden, B
and 7, Ü

ber ein verm
eintes R

echt aus M
enschenliebe zu lügen, S

. 642: „D
as 

八
六



Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
六
七
）

R
echt m

uss nie der P
olitik, w

ohl aber die P
olitik jederzeit dem

 R
echt angepasst w

erden.“
（
53
） S

iehe F
ried

rich
 Ju

liu
s S

tah
l, P

hilosophie des R
echts, 3 B

de., 1830-1837.
（
54
） S

o noch B
V
erfG

E
 89, 155 

（180

） 

│ M
aastricht.

（
55
） 

R
ich

ard
 B

artlsperger, V
erfassung und verfassungsgebende G

ew
alt im

 vereinten D
eutschland, D

V
B
l 1990, 1285 

（1300 f.

）; 

B
ern

h
ard

 K
em

pen, G
rundgesetz oder neue deutsche V

erfassung?, N
JW

 1991, 964 

（966 f.

）.

（
56
） Z

u dem
 m

ethodischen G
ebot B

V
erfG

E
 8, 210 

（221

）.

（
57
） S

iehe auch H
orst D

reier, in: ders. 

（H
rsg.

）, G
G
, B

and  III, 2. A
ufl . 2008, A

rt. 146 R
dn. 17 m

it w
eiteren B

eispielen.

（
58
） 

P
eter M

. H
u

ber, D
ie A

nforderungen der E
uropäischen U

nion an die R
eform

 des G
rundgesetzes, T

hürV
B
l. 1994, 1 

（8

）.

（
59
） 

P
au

l K
irch

h
of, D

ie Identität der V
erfassung in: Isensee/ders. 

（H
rsg.

）, H
S
tR

 II, 3. A
ufl . 2004, 

§ 21 R
n. 21.

（
60
） 

H
an

s-U
w

e E
rich

sen, D
ie V

erfassungsänderung nach A
rt. 79 G

G
 und der V

erfassungsbeschluß nach A
rt. 146 G

G
, Jura 

1992, 52 

（53

）.

（
61
） 

H
u

ber, 

（F
n. 58

）, T
hürV

B
l. 1994, 1 
（7

）.

（
62
） 

P
eter L

erch
e, E

uropäische S
taatlichkeit und die Identität des G

rundgesetzes, in: F
S
 für R

edeker, 1993, S
. 131 

（141

）.

（
63
） 

H
u

ber, R
echt der E

uropäischen Integration, 2. A
ufl. 2002, 

§ 4 R
n. 65 f.; C

h
ristian

 T
om

u
sch

at, D
as E

ndziel der 

E
uropäischen Integration, D

V
B
l 1996, 1073 

（1078 f.
）.

（
64
） B

V
erfG

E
 79, 311 

（338

） 

│ H
H
G
 1981; 119, 96 

（137 ff .

） 

│ H
H
G
 2004 m

it S
ondervotum

 D
i F

abio und M
ellin

gh
off.

（
65
） B

V
erfG

E
 129, 124 ff . 

│ G
riechenlandhilfe und E

uro-R
ettungsschirm

.

（
66
） B

V
erfG

E
 129, 124 

（169 f.

） 

│ G
riechenlandhilfe und E

uro-R
ettungsschirm

.

（
67
） B

V
erfG

E
 129, 124 

（179 f.

） 

│ G
riechenlandhilfe und E

uro-R
ettungsschirm

.

（
68
） B

V
erfG

E
 129, 124 

（180 f.

） 

│ G
riechenlandhilfe und E

uro-R
ettungsschirm

, unter H
inw

eis auf B
V
erfG

E
 123, 267 

（356 ff .

） 

│ L
issabon.

八
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
六
八
）

（
69
） B

V
erfG

, a. a. O
.

（
70
） B

G
B
l. I 2010, 537.

（
71
） B

G
B
l. I 2010, 627.

（
72
） B

V
erfG

E
 129, 124, 

（184 ff .

） 

│ G
riechenlandhilfe und E

uro-R
ettungsschirm

.

（
73
） B

V
erfG

E
 129, 124, 

（186

） 

│ G
riechenlandhilfe und E

uro-R
ettungsschirm

.

（
74
） B

V
erfG

E
 129, 284 ff . 

│ e. A
. E

F
S
F
.

（
75
） B

V
erfG

, N
V
w
Z
 2012, 495 ff . 

│ S
ondergrem

ium
.

（
76
） B

V
erfG

, N
V
w
Z
 2012, 495 ff . 

│ S
ondergrem

ium
, R

n. 110.

（
77
） B

V
erfG

, N
V
w
Z
 2012, 495 ff . 

│ S
ondergrem

ium
, R

n. 119.

（
78
） 

C
h

ristin
e L

agard
e, 16.12.2011: “D

em
okratische P

rozesse verhindern oft schnelle E
ntscheidungen. D

er Z
ielkonflikt 

zw
ischen den E

rw
artungen der M

ärkte und der politischen R
ealität m

üsse gelöst w
erden.”

〈
i
〉　

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
判
決
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
西
原
博
史
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
創
設
に
関
す
る
条
約
の
合
憲
性
」
ド
イ
ツ
憲

法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
三
九
五
│
四
〇
〇
頁
。

〈
ii
〉　

リ
ス
ボ
ン
条
約
判
決
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
中
西
優
美
子
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
リ
ス
ボ
ン
条
約
判
決
」
貿
易
と

関
税 V

ol. 58 N
o. 2　

二
〇
一
〇
年　

七
五
│
六
七
頁
。

〈
iii
〉　

ギ
リ
シ
ャ
支
援
及
び
ユ
ー
ロ
援
助
に
関
す
る
判
決
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
小
場
瀬
琢
磨
「
ギ
リ
シ
ャ
金
融
支
援
実
施
法
の
ド
イ
ツ
憲

法
適
合
性
」
貿
易
と
関
税　

V
ol. 60 N

o. 9　

二
〇
一
二
年　

七
五
│
六
九
頁
。

〈
iv
〉　

ド
イ
ツ
基
本
法
一
四
六
条
「
こ
の
基
本
法
は
、
ド
イ
ツ
の
統
一
と
自
由
の
達
成
後
は
、
全
ド
イ
ツ
国
民
に
適
用
さ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
国
民
が
自

由
な
決
断
で
議
決
し
た
憲
法
が
施
行
さ
れ
る
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。」
樋
口
陽
一
・
吉
田
善
明
編
『
解
説
世
界
憲
法
集
』
四
版　

二
〇
〇
二
年　

三
省
堂　

参
照
。

八
八



Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
間
の
権
限
構
造
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
解
（
中
西
）

（
七
六
九
）

〈
v
〉　

権
限
付
与
の
原
則
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
五
条
に
規
定
さ
れ
た
、
権
限
に
関
す
る
三
原
則
の
一
つ
で
あ
る
。

〈
vi
〉　

Ｅ
Ｕ
条
約
及
び
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
に
は
こ
の
文
言
は
存
在
せ
ず
、
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
が
用
い
る
独
特
の
文
言
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
基
本
法
二
三

条
に
結
び
つ
い
た
欧
州
統
合
の
目
的
・
目
標
計
画
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
vii
〉　

Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
は
、
一
九
六
四
年
のC

osta v E
N
E
L

事
件
（case 6/64 

﹇1964

﹈ E
C
R
 585

）
に
よ
り
確
立
し
た
原
則
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ

の
学
説
に
お
い
て
は
、
優
位
に
関
し
、
適
用
の
優
位
（A

nw
endungsvorrang

）
と
効
力
の
優
位
（G

eltungsvorrang

）
に
分
け
、
Ｅ
Ｕ
法
の
優

位
は
、
適
用
の
優
位
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

〈
viii
〉　

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
法
（
当
時
Ｅ
Ｃ
法
）
を
取
り
扱
っ
た
有
名
な
判
決
の
通
称
名
。S

olange I 

判
決B

verfG
E
 37, 385 

（
一
九
七
四
年
）；

S
olange II

判
決 B

verfG
E
 73, 387

（
一
九
八
六
年
）。

〈
ix
〉　

Ｅ
Ｕ
条
約
、
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
な
ど
基
本
条
約
の
他
、
Ｅ
Ｕ
機
関
が
採
択
し
た
措
置
、
判
例
法
な
ど
、
Ｅ
Ｕ
法
の
総
体
を
意
味
し
、
加
盟
申
請
国

は
こ
れ
ら
を
無
条
件
で
受
諾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
西
優
美
子
「
一
〇
章
『
連
合
既
得
事
項
』
概
念
と
そ
の
機
能
」
同
『
Ｅ
Ｕ
権
限
の
法
構

造
』
二
〇
一
三
年　

信
山
社　

三
〇
九
│
三
二
六
頁
。

〈
x
〉　H

oneyw
ell

判
決
に
関
し
て
は
、
邦
語
文
献
と
し
て
中
西
優
美
子
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
機
関
の
行
為
に
対
す
る
権
限
踰
越

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
自
治
研
究
八
九
巻
四
号
二
〇
一
三
年　

一
四
七
│
一
五
五
頁
。

〈
xi
〉　

チ
ェ
コ
の
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
須
網
隆
夫
「
先
決
裁
定
に
反
す
る
憲
法
裁
判
所
判
決
」
貿
易
と
関
税 V

ol. 61 

N
o. 2　

二
〇
一
三
年　

七
九
│
七
一
頁
。

〈
xii
〉　C

ase C
-144/04 M

angold 

﹇2005

﹈ E
C
R
 I-9981; 

こ
れ
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
橋
本
陽
子
「
年
齢
差
別
の
成
否
と
平
等
指
令
へ
の

国
内
法
の
強
行
的
適
合
解
釈
義
務
」
貿
易
と
関
税　

V
ol. 54 N

o. 9　

二
〇
〇
六
年　

七
五
│
七
〇
頁
。

〈
xiii
〉　

基
本
法
に
適
合
し
た
形
で
の
統
合
を
推
進
す
る
責
任
で
、
要
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
等
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
国
家
機
関
が
基
本
法
二
三
条
一
項
の
要

請
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
か
否
か
審
査
し
た
上
で
、
承
認
す
る
責
任
を
意
味
す
る
。
リ
ス
ボ
ン
条
約
判
決
（R

n. 236

）
の
中
で
導
入
さ
れ
た
概
念

で
あ
る
。

〈
xiv
〉　

Ｅ
Ｓ
Ｍ
に
関
す
る
判
決
に
つ
い
て
の
邦
語
論
文
と
し
て
、
中
西
優
美
子
「
欧
州
安
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
条
約
と
財
政
規
律
条
約
の
ド
イ
ツ
基
本
法
と

八
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
七
〇
）

の
合
憲
性
」
貿
易
と
関
税 V

ol. 61 N
o. 4　

二
〇
一
三
年　

一
〇
七
│
一
〇
〇
頁
。

九
〇


